
アクションプラン 2023
地域と共に創る  新たな学びのスタイル

新  子どもかがやきプラン

重点施策１

施策内容

職業教育の充実と就労支援の強化のための体制を整備します

◆
◆

◆

平成29年3月に策定した「新 子どもかがやきプラン」に基づき、令和５年度に取り組む施策を示しました。
インクルーシブ教育システムの構築に向けて、一人一人の教育的ニーズに応じて、
地域の多様な学びの場を柔軟に活用できる新たな「学びのスタイル」づくりに取り組みます。
そのための基盤となる、新たな「学びの場」の整備に取り組みます。

●各地域の状況に応じ高等特別支援学校機能を整備します。
可茂特別支援学校において、喫茶サービスやビルクリーニングなど高等特別支援学校で実施している
専門教科を取り入れた教育課程を編成し、作業学習として実施します。
東濃地域、飛騨地域について、学校規模、整備内容について引き続き検討します。

●特別支援学校高等部の職業教育を充実します。
・・可茂特別支援学校へ就労支援コーディネーターを配置し、就労支援を充実します。
関連企業等と連携して専門教科テキストの内容を見直し、音声や動画等を取り入れた電子書籍化を
引き続き進めます。　令和５年度：福祉サービス
肢体不自由及び病弱の特別支援学校高等部生徒の「在宅就労」の実現に向けて、協力企業と
連携しながら実習プログラムの充実を図ります。また、本取組みについて県内企業への
周知を進めます。

　

重点施策２

施策内容

障がいのある児童生徒のニーズに対応した学びの場を整備します

●特別支援学校設置基準

●スクールバス利用希望者増加による座席数の確保及び運行ルートの変更に対応する
ため、スクールバスを増配備します。令和５年度：３台増配備　　計６３台運行

（令和3年9月24日公布）を踏まえて学習環境を整備します。
大垣特別支援学校：寄宿舎棟を活用し、暫定的に普通教室を整備します。
岐阜本巣特別支援学校：基本計画の策定に着手し、未改修である南館３、４階を活用する整備方法を
検討します。
飛驒特別支援学校及び高山日赤分校：基本計画の策定に着手し、設置基準を満たすための整備方法を
検討します。
郡上特別支援学校：１校舎体制に向け、関係機関等と連携し、整備を進めます。
東濃特別支援学校：設置基準を満たすための整備方法を引き続き検討します。
揖斐特別支援学校：今後の児童生徒数の推移を見ながら整備の必要性を検討します。
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重点施策３

施策内容

学びの場を支える教員の専門性を向上します

●小学校、中学校、高等学校等における教員の専門性を高めます。

●特別支援学校における教員の専門性を高めます。

　※コア・スクール　　岐阜盲学校（視覚障がい）、岐阜聾学校（聴覚障がい）、長良特別支援学校（病弱）、
　　　　　　　　　　　岐阜希望が丘特別支援学校（肢体不自由）、岐阜清流高等特別支援学校（軽度知的障がい）の５校

●●長期入院やそれに伴う自宅療養を必要とする高校生に対する支援を充実します。　　
長期入院やそれに伴う自宅療養を必要とする高校生の遠隔教育において、テレプレゼンス機器等を
活用し、学習への主体的な参加や学習支援の充実を図ります。

●●高等学校における通級による指導を充実します。
岐阜地域と美濃地域において、通級担当教員が県立高等学校へ出向いて指導を行う
「巡回型の通級による指導」を開始します。
【岐阜地域】拠点校：岐阜北高校　巡回地域：岐阜地区の県立高等学校

【美濃地域】拠点校：関高校　　　巡回地域：美濃地区の県立高等学校

可茂地域において、「巡回型の通級による指導」の準備を行います。
【可茂地域】拠点校：関高校　　　巡回地域：可茂地区の県立高等学校

下記実施校において、引き続き自校型通級による指導を行います。
【実　施　校】山県高校、華陽フロンティア高校、不破高校、東濃高校、東濃フロンティア高校、飛驒高山高校（通）

　

●●聴覚障がいのある幼児児童生徒に対する支援を充実します。
飛驒特別支援学校に聴覚障がい支援専任教員を加配し、聴覚障がいのある幼児を対象とした
飛騨地域の幼児教室や保護者向け相談会を継続的に開催し、早期からの聴覚障がい教育による
コミュニケーションの力の育成を図ります。
飛驒特別支援学校及び恵那特別支援学校のセンター的機能聴覚部門の導入により、小中学校等の教職
員や保護者に対し専門的な相談体制を整え、研修会や相談会を開催するなど支援体制を強化します。
岐阜県難聴児支援センターとの連携により、聴覚障がいのある幼児児童生徒の医療や福祉と連携し
た支援体制を構築します。

発達障がいのある児童生徒に対する指導力を備えた小学校、中学校の教員をコア・ティーチャーに
指名し、コア・ティーチャーによる実践的な通級担当教員の養成研修を実施します。
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の教員が、発達障がいのある幼児児童生徒の
支援について、教員一人一人の課題に合わせて学ぶことのできる選択型の研修を実施します。

特別支援学校教員の業務効率化を図り、学習指導の質を向上するために、校務支援システムの
導入に向けて県内６校にて試験的運用を開始します。
コア・スクールにおける専門領域に基づいて、コア・ティーチャーによる指導助言や研修講師等の
取組みを引き続き推進します。

●医療的ケアを必要とする児童生徒の支援を充実します。
・・医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する全ての特別支援学校において、安全に校外学習等に
参加できるよう、同行する看護師を配置します。
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